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議案第４６号 

 

   損害賠償に係る和解金の決定と和解について 

 

 おいらせ町と甲との損害賠償に係る和解金の額を決定し、和解するこ

とについて、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条第

２項及びおいらせ町病院事業の設置等に関する条例（平成１８年おいら

せ町条例第１４７号）第６条の規定により、別紙のとおり定めるものと

する。 

 

 

  令和 ２ 年 ９ 月 ３ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 平成３０年１０月１０日に発生した事故に係る、おいらせ町と甲との

損害賠償の和解金の額を確定し、和解することについて議会の議決を要

するため提案するものである。  



 

３１ 

別  紙 

 

１ 和解の相手方 

おいらせ町在住者（甲） 

 

２ 事故の概要 

(1) 発生日時 平成３０年１０月１０日 午前８時００分頃 

(2) 発生場所 おいらせ町上明堂１番地１ 

国民健康保険おいらせ病院正面玄関 

(3) 状況 

甲が来院した際、病院正面玄関の自動ドアに衝突し転倒。診察の

結果、腰椎骨折４ヶ月と診断された。 

自動ドアの不具合について調査したところ、センサー感知が埃に

より感度が低下していたことが原因と推察された事故である。 

 

３ 和解の内容 

(1) 和解金 ８００，０００円 

(2) 甲は町の職員に対して、民事、刑事、及び行政的な責任追及を行

わないことを約束する。 

(3) 甲及び町は本件に関し、正当な理由無く第三者に口外しないこと

を相互に確認する。 

(4) 甲及び町の間には、和解書に定めるほか、何ら債権債務のないこ

とを確認する。 

  


